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目的：東京医療センターで HIV診療に関わっている診療看護師の活動を報告し，今後の HIV診
療における診療看護師の役割とその可能性について考察する。
方法：2017年から 2019年までに診療看護師が行った医学的管理，ワクチン接種への介入ならび

に接種率の変化，特定行為を含む看護業務について後方視的にカルテ等から抽出し，ワクチン接種
率について診療看護師参加前の 2014年から 2016年までの期間と比較した。
結果：診療看護師が HIV診療チームに参加することで特定行為，医師代行業務として代行処方

や入力，有症状時の初期対応を行い，性感染症などの検査計画を行った。B型肝炎や A型肝炎の
罹患歴・抗体価の調査を行い疾患やワクチンについて患者教育と接種スケジュール設計と接種を診
療看護師が行うことにより，B型肝炎ワクチンの接種率は 2.2%から 14.8%，A型肝炎ワクチンも
2.6%から 13.9%に向上した。
結論：診療看護師はチーム医療における医師や看護師，そのほかのスタッフのそれぞれの職域

や専門性の間にあるギャップを埋め補完する役割や患者家族に必要な医療やサービスの提供を担保
する役割を診療看護師が担える可能性がある。
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序　　　文

　現在，日本の HIV医療提供体制は国立国際医療センター
エイズ治療・研究開発センターを中心に，8ブロックに 14
の地方ブロック拠点病院，約 380のエイズ治療拠点病院，
47都道府県に 1カ所以上の中核拠点病院が整備されてい
る。さらに都市部には土日夜間診療可能なクリニックなど
で医療が提供されている。そして，医師を中心として，看
護師，薬剤師，医療ソーシャルワーカーなど多くの医療従
事者がそれぞれの職域を生かしてチームで医療を提供して
いる。
　エイズ治療拠点病院である国立病院機構東京医療セン
ター（以下，当院）は 2019年現在，HIV感染症による実
通院患者数が 50名前後，年 10人前後が新規患者として来
院しており，診療体制として医師約 10名，薬剤師数名，

医療ソーシャルワーカー 10名，に加えて HIV専任看護師
1名で平日毎日対応していた。2017年 HIV専任看護師の
退職にともない診療看護師 1名が HIV看護担当を兼務し
引き継いでいる。診療看護師とは 38の特定行為を含む大
学院修士課程を卒業した看護師のことを指し，2019年現
在 487人が全国に存在している。特定行為は 2015年に保
健師助産師看護師法の一部が改正されたことで診療の補助
と位置づけられた。看護師が行う場合には，実践的な理解
力，思考力および判断力ならびに高度かつ専門的な知識お
よび技能が特に必要とされるもので，具体的には直接動脈
穿刺法による採血やドレーン抜去などの技術や，脱水や感
染徴候にある者に対する薬剤の投与などが含まれる。特定
行為はあらかじめ医師との間で患者の病状の範囲や確認事
項を取り決め（包括的指示），手順書に基づいて実施をす
るが，特定行為を実践する看護師は定められた研修を修了
していることを必要としている。一方，医師の具体的直接
指示下で特定行為を行う際にはこの研修を必須とはしな
い。当院では，2012年度より診療看護師を採用し，2019
年現在 13名が在籍している。
　HIV診療では医師，看護師，その他のスタッフが専門
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に応じて役割を分担しチーム医療の提供をすることが必要
とされるが，診療看護師が HIV診療のチームで果たす役
割を明確にした報告は過去にない。本研究はエイズ治療拠
点病院である当院で活動する診療看護師の役割を明らかに
することで，後の HIV診療における診療看護師の役割と
その可能性について考察する。

方　　　法

　当院で診療看護師が 2017年 4月から 2019年 3月までの
期間に通院や入院中のすべての HIV患者に行った医学的
管理ならびに特定行為を含む看護業務について後方視的に
電子カルテから抽出した。また各種ワクチン接種への介入
ならびに接種率の変化を調査した。ワクチン接種率につい
ては診療看護師参加前の 2016年 3月末日と参加後の 2019
年 3月末日とを比較した。
　本研究は，倫理的配慮として東京医療センター倫理委員
会の承認を得ている（承認番号 R21-032-）。

結　　　果

1．　東京医療センターの HIV診療体制の実際
　従来当院の看護体制は，HIV看護の知識と経験を有し
た看護師 1名が通常の患者対応を行い，告知時サポートや
通院時の面談を行っていた。2017年に当該看護師が不在
となったこと，さらに，外来看護師配置の適切化を目的と
して各日の業務量などに応じて各科に配置する看護師を振
り分ける外来体制を取り入れたことから，専門性の高い
HIV看護を提供することが困難となった。以前より診療
看護師は医師の診療チームの一員として入院を必要とする
HIV/AIDS患者の診療補助も経験していたことから，HIV
外来専任看護師としての役割も担うようになった。
2．　当院の診療看護師による HIV看護業務
2‒1．　医学的管理への参画
　診療看護師が HIV診療に参加する以前は，HIV担当看
護師が患者リストを作成して把握していた。患者の医学的
管理は，感染症専門医を含む十数人の総合内科医が患者一
人一人の担当医となり行っていたが，HIV患者全体の状
況としては把握が困難であり，また，担当医であった医師
が異動した際には患者背景などの詳細な情報が引き継がれ
ないケースがあった。そのため診療看護師は年齢などの属
性，抗 HIV薬の内容，ウイルス量，CD4陽性細胞数，梅
毒などの性感染症罹患歴，性的活動を含む生活状況などの
聞き取りなどを行い，患者状況をデータ化した。診療看護
師はそのデータをもとに医師と患者の生活状況や性的活動
を含む概況や検査データ等の推移に関して確認し，今後の
検査計画や治療方針について協議を行った。また実際に診
察に同席し必要な助言を医師とともに行った。

2‒2．　特定行為を含む看護業務
2‒2‒1．　 そのほかの薬物治療，性感染症に関連した診療 

補助
　抗 HIV薬導入，変更時の患者指導，薬物相互作用を踏
まえた生活指導や，飲み合わせ相談を必要時院内薬剤師の
協力を得ながら診療看護師が行った。性感染症検査におい
ては，疫学的状況と患者ごとの性交渉状況の情報をもとに
感染リスクを勘案し，必要と判断した場合には主治医に検
査を助言した。
2‒2‒2．　特定行為・医師代行業務
　診療看護師が実施した特定行為，看護業務では通常行わ
ない医師代行業務は期間中のべ合計 216行為であり，内容
は臨時の代行処方 87件（うち特定行為に該当するものは
4件），血液検査代行入力 56件，ワクチン取り扱い業務 25
件，そのほか画像検査などの代行入力 11件，他科への依
頼箋作成 6件などであった。患者からの症状相談時は，病
歴聴取や診察結果を主治医と共有し，速やかな対応が必要
な際は主治医等が診察するまでの間の診察や検査等の初期
対応を行い，医師の診察開始後も医師の診療を補助した。
2‒2‒3．　HIV感染症看護の提供（特定行為を除く）
　診療看護師は，告知時の支援，生活指導，服薬開始時か
ら服薬開始後の支援，継続的な患者サポートなどの基本と
なる HIV看護を提供していた。院内啓発として，病棟・
外来看護師に対して疾患や対応方法に関する HIV感染症
勉強会や，感染管理チーム主催の全職員対象の HIV講習
会において患者対応方法について講演を実施した。
　診療看護師は，患者とその家族がより負担の少ない手段
で連絡や相談をしたいというニーズに対応して，メールを
用いた連絡，相談を開始した。これにより患者や家族が日
中仕事などで電話をする時間がとれないとき，夜間休日に
あらかじめ相談や連絡しておきたい際にでも診療看護師に
連絡が可能となった。2017年 10月から 2019年 11月の期
間に送受信数はのべ 145通（送信 69通，受信 76通）で，
受信内容として「身体症状に関すること」10件，「医療福
祉制度に関すること」9件，「受診，診察に関すること」8
件，「抗 HIV薬，日和見感染症の予防薬に関すること」7
件，「人間関係に関すること」5件，「生活上の疑問」4件，
「ワクチンに関すること」3件，「状況報告」3件の順で多
かった。
　診療看護師は各抗 HIV薬の薬物相互作用を踏まえ基本
的な飲み合わせ相談を行い，複雑なケースに関しては院内
薬剤師と連携して対応していた。また，医療ソーシャル
ワーカーと協力して医療福祉制度の説明や身体障害者手
帳，自立支援医療，認定・更新状況の把握や助言を行っ
た。
　院外の指定自立支援薬局と連携し新規薬剤の在庫状況や
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処方変更時に不良在庫が発生しないか確認や調整を行っ
た。訪問看護ステーション等との連携では訪問看護師から
の相談への回答や医師への伝達事項を受けたり，抗 HIV
薬についての情報提供などを行ったりして，円滑で効率的
な医療が提供できるように調整を行った。
3．　ワクチン接種への介入および接種率の変化
　診療看護師介入前の HIV患者のワクチン接種は，各主
治医が必要性を判断し勧奨していた。一方で，既感染者を
含む患者全体の免疫獲得状況の共有はできていなかった。
診療看護師介入後は患者全員の A型肝炎や B型肝炎罹患
歴・抗体価の調査を一括して診療看護師が行った。それを
もとに主治医に接種の必要性を提言し，主治医とともにワ
クチン接種勧奨を行った。その後も診療看護師は肝炎など
の疾患理解を促すための説明と予防方法，ワクチン接種の
意義などを患者に伝えた。また，院内には HIV患者に対
するワクチン接種の運用ルールがなかったため，接種に関
しては他医療機関で行っていた。そのため，院内で実施で
きるよう診療看護師が事務部門や薬剤部門と調整し運用方
法を構築した。具体的には，ワクチン接種の同意が得られ
た場合，主治医の指示のもとワクチン接種の代行オーダー
と実施を診療看護師が行い，接種スケジュールの設定も医
師の許可を得て行った。
　結果，A型肝炎ワクチンと B型肝炎ワクチンの接種率

は診療看護師介入前に比べて，診療看護師介入後はそれぞ
れ向上していた（図 1，2）。肺炎球菌ワクチンの接種率も，
介入前は 4.4％（実数 2件）であったが，介入後は 16.6％
（実数 9件）となり，それぞれのワクチン接種率はすべて
向上していた。B型肝炎，A型肝炎ともに介入後の新規感
染は認めなかった。

考　　　察

1．　診療体制の変化
　診療看護師が当院の HIV診療チームに参加することで
医師が行う医学的管理の一部を行い，性感染症などの検査
計画を設定できるようになった。また，患者全員のワクチ
ン接種歴と抗体価，未感染，既感染を把握し，未感染の場
合や抗体価が不十分な場合は接種勧奨を行った。以前は院
内でワクチン接種をするシステムがなかったため，実際に
は他の医療機関でワクチン接種をせざるをえなかったが，
診療看護師が関係部署との調整を行うことによって院内で
ワクチン接種できるシステムを構築した。結果ワクチン接
種率が向上した可能性がある。また，診療看護師は必要な
HIV看護を実施し，さらに，特定行為や医師代行業務を
行うことで，効果的，効率的，タイムリーな医療を提供し
ていた。
　当院では，診療看護師が HIV診療参加前の各患者の医
学的管理は医師のみで行われていたが参加後は診療看護師
とも共有するようになった。患者は適切なタイミングで過
不足なく性感染症検査を受けることができるようになっ
た。特に，ワクチン接種歴や A型肝炎・B型肝炎の抗体
価を把握し，医師と患者と情報共有することで，医師は必
要なワクチンを正確に認識することが可能となり，以前と
比較してより積極的に患者に接種を勧奨できるようになっ
た。また，時間をかけた説明や注射オーダー，ワクチンス
ケジュールの設定も診療看護師が代行することでタスク・
シフティングすることができた。さらに診療看護師が支援
することで，患者の疾患理解が深まることによってワクチ
ン接種の動機付けにつながり，結果ワクチン接種率が向上
した。そのほか，症状から速やかな対応が必要な患者に対
して医師と協同し診療の補助を行った。
　診療看護師は熟練した看護実践能力を有するように教育
されている看護師1）であり HIV診療においても，その能
力を発揮できると思われる。実際に診療看護師は HIV診
療において診断・告知のシーンからはじまりその後も継続
して必要な看護を提供した。診療看護師が介入後は従来の
患者家族との面談や診察室に同席し直接支援する手法以外
に，患者家族の負担軽減のためにメールを用いた相談も行
えるようになった。そのほか，エイズ治療拠点病院の職員
として必要な基本的な知識などを得るための病棟単位，病

図 1　B型肝炎ワクチン接種率

図 2　A型肝炎ワクチン接種率
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院全体の勉強会も実施することができるようになった。
　医師や看護師の役割以外にも各抗 HIV薬の薬物相互作
用を踏まえ飲み合わせ相談や，医療ソーシャルワーカーと
協力して医療福祉制度などのサポート，指定自立支援薬局
や訪問看護ステーションとの連携など，薬剤師やソーシャ
ルワーカーとの橋渡しとなり円滑で効率的な医療の提供に
貢献した。
2．　 診療看護師の実践内容からみた HIV診療への参加の

可能性
　平成 30年に改定された「後天性免疫不全症候群に関す
る特定感染症予防指針1）」において，地域での包括的な医
療体制の確保，長期療養・在宅療養支援体制等の整備にお
いてコーディネーションを担う看護師の確保が求められて
いる。しかし一方で，2010年の調査では HIV/AIDS看護
の担当者はエイズ拠点病院の 6割程度にしか配置できてお
らず2），また，2020年における拠点病院のうち，拠点病院
案内に HIV診療における主看護師が明記されていない医
療機関は 66.2％であった。この結果からは HIV担当看護
師が不在とは直接的には言えないものの，現在も看護師配
置が十分ではない可能性がある3）。2020年 8月時点でチー
ム医療加算また，エイズ治療拠点病院のうち，新規患者受
け入れに消極的な施設では，治療できる医師不足やチーム
医療体制をとれないことを原因としてあげている4）。診療
看護師の役割は，医師，薬剤師等の他職種と連携・協働を
図り，一定レベルの診療を自律的に遂行し，患者の「症状
マネジメント」を効果的，効率的，タイムリーに実施する
ことにより患者の QOLの向上を図ることである5）。38項
目の特定行為はそのための手段の 1つであるが，診療看護
師の能力の基本となる包括的健康アセスメント能力や医療
管理の実践能力を用いて医師の業務の一部を担える診療看
護師は HIV診療においてその能力を発揮できる可能性が
ある。
　診療看護師が HIV診療を自らの専門性として捉え参加
していくことで，HIV診療におけるチーム医療における
医師や看護師，そのほかのスタッフのそれぞれの職域や専

門性の間にあるギャップを埋め補完する役割や患者家族に
必要な医療やサービスの提供を担保する役割を診療看護師
が担える可能性がある。そのためには，診療看護師養成大
学院で専門的な HIV/AIDS教育を受けられるカリキュラム
や，卒後教育を受けられる体制作りが必要である。
　本研究は，単施設における診療看護師の活動報告である
ため一般化はできないが，今後各施設で HIV診療に携わ
る診療看護師が増えることにより，その有用性や問題点は
より明確になるものと考えられる。

結　　　論

　診療看護師は看護業務を行い，かつ，診療の補助の範疇
で医師の業務の一部を行う職能を有する。HIV診療チー
ムの一員として，チーム医療体制の補完や向上に資する新
しい看護師であり，その可能性は大きい。

利益相反：本研究において利益相反に相当する事項はない。
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